
奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号 

 

奈
良
県
心
身
障
害
者
福
祉

条
第
四
項
の
規
定

奈
良
県
心
身
障
害
者
福
祉

の
指
定
管
理

者
を
次
の
と
お
り
指
定

 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

一 

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体 

 
 

奈
良
市
二
条
町
二
丁
目
九
番
二
号 
一
般
社
団
法
人
奈
良
県
歯
科
医
師
会 

会
長 

森 

直
樹 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 


		2025-12-09T17:59:16+0900
	Nara Prefecture




